
令和3年12月1日現在

①基本料金

サービス内容 所要時間 介護保険単位数　※1
利用代金に
目安（1割）

※2

利用代金に
目安（2割）

※2

利用代金に
目安（3割）

※2
20分未満 316単位（313単位＋3単位） 360円 720円 1,080円

30分未満 473単位（470単位＋3単位） 539円 1,078円 1,617円

30分以上1時間未満 824単位（821単位＋3単位） 939円 1,878円 2,817円

1時間以上1時間30分未満 1128単位（1125単位＋3単位） 1,286円 2,572円 3,858円

1回あたり（20分）1日2回まで 296単位（293単位＋3単位） 337円 674円 1,011円

②1ヵ月につき請求させていただく費用

緊急時訪問看護加算 月1回 574単位 654円 1,308円 1,962円

月1回 500単位（Ⅰ） 570円 1,140円 1,710円

月1回 250単位（Ⅱ） 285円 570円 855円

初回加算 月1回 300単位 342円 684円 1,026円

退院時共同指導加算 月2回まで 600単位 684円 1,368円 2,052円

看護・介護職員連携強化加算月1回 250単位 285円 570円 855円

③該当する場合に都度請求させていただく費用

長時間訪問看護加算 1回につき 300単位 342円 684円 1,026円

30分未満 254単位 290円 580円 870円

30分以上 402単位 458円 916円 1,374円

30分未満 201単位 229円 458円 687円

30分以上 317単位 361円 722円 1,083円

ターミナルケア加算 2000単位 2,280円 4,560円 6,840円

1.5時間を超える時間

【介護保険】訪問看護　利用料金表

理学療法士・作業療法
士

等による訪問

30分ごとに2000円
保険適用になる場合は長時間訪問看護加算を優先します

複数名訪問看護加算Ⅱ
（看護師等と看護師補助
者）

※1　当ステーションは一定の基準に適合した事業所に認められる
　　　「サービス提供体制強化加算」（＋3単位）を算定させていただいております。

※2　介護負担割合証に負担割合により応じた額の支払いになります。
　　　介護保険での給付限度額を超えた場合は自費の負担になる場合があります。

複数名訪問看護加算Ⅰ
（2人の看護師等）

深夜加算（22時～6時）　　　　　　　　　　　　　　　　　月の緊急訪問の2回目から加算

※1日に60分を超えての訪問の場合は所定単位の90％を算定します
1週間の利用上限は120分までとなります

基本単位数の50％増

看護師による訪問看護

夜間加算(18時～22時）・早朝加算（6時～8時）　　月の緊急訪問の2回目から加算 基本単位数の25％増

営業時間内（9時～17時）

④介護保険以外の料金

営業時間外（6時～9時・17時～22時・休日）

営業時間外（22時～6時）

永眠時のケア

特別管理加算 

10,000円

15,000円

17,000円


